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研究成果の概要（和文）： 本研究は、ハードローおよびソフトローによる非財務情報の開示フレームワークの
世界動向を視野に入れ、ソフトローとしてのCSR国際規格の有効性を検討することが目的である。とりわけ、情
報開示を促すCSR国際規格として「社名公表型規格」に注目し、その有効性を分析するための研究フレームワー
クとして、①エンフォースメントの達成についての検討と、②エンゲージメントの機能について検討を行う。具
体的題材として、気候変動等の情報開示を促したCDPに注目し、ソフトローにおける情報開示の機能の面から、
その意義や課題を明らかにする。さらに、コーポレートガバナンス・コードについても同様なフレームワークか
ら検討を加える。

研究成果の概要（英文）：　This study examines the international standards of corporate social 
responsibility (CSR) and their effectiveness as soft laws, considering the global trend on CSR 
disclosures by both hard and soft laws. Three types of standards are presented as to categorize and 
understand the various international standards of CSR. This study focuses on the name and shame 
standardization, which has a disclosure enforcement component, and as a case study CDP (the Carbon 
Disclosure Project) is discussed. As such, a research framework for analyzing the effectiveness of 
the international standards of CSR is presented as commentary about how enforcement and engagement 
are achieved with CDP. Furthermore, this study examines the roles of corporate governance code from 
the view point of the same framework.　

研究分野： 経営学、CSR、コーポレート・ガバナンス

キーワード： CSR　ソフトロー　コーポレート・ガバナンス　機関投資家　エンゲージメント　EU　イギリス　情報開
示
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１．研究開始当初の背景 
企業に対する規制はどうあるべきか。1990

年代に、それまで長く懸案となっていた国連
の多国籍企業規制をめぐる議論が頓挫し、代
わって登場したアプローチが国連グローバ
ル・コンパクトのようなソフトローによるも
のであった。2000 年代以降、数多く創設さ
れた CSR に関する国際規範は、国際機関や
NGO などの団体により推進され、現代企業
が尊重すべき規範として位置するようにな
った。本研究では、このような CSR に関す
るイニシアチブを「CSR 国際規格」と総称し、
その役割や有効性を明らかにし、ハードロー
のレベルを超える域の課題に対して、現代企
業は社会的な責任を遂行せざるを得なくな
っている事情に注目する。 
 また、ソフトローの活用については、コー
ポレート・ガバナンスの領域においても、わ
が国でスチュワードシップ・コードやコーポ
レートガバナンス・コードが導入されたタイ
ミングもあり、企業規制のあり方としてのソ
フトローによるアプローチの特徴を把握し
ていくことに研究意義があると考えられる。   
そして、従来、CSR とコーポレート・ガバ

ナンスは、別個の領域として把握される傾向
もなくはなかったが、本研究は、ソフトロー
により推進されている情報開示によるエン
フォースメントの面での共通する性質が生
じていることを意識し、2 つの領域をともに
検討することの意義を強調する。 
 このように、CSR とコーポレート・ガバナ
ンスの領域において、個々の CSR 国際規格
やガバナンス・コードを具体的な題材として
取り上げ、ソフトローのエンフォースメント
とその有効性を具体的に考察していくこと
が必要であると考える。ソフトローの活用動
向については、近年の重要な経営環境の変化
でありながら、経営学領域において多く論じ
られているとはいえず、本研究は、会社法、
会計学、国際法、政治学などの領域の研究も
参照しながら、現代企業のマネジメント上の
新たな課題への対応が必要になった事情を
明らかにしていく。 
 
 
２．研究の目的 
本研究は、企業規制のあり方としてのソフ

トロー・アプローチを特徴づける手法として、
企業の情報開示を促進するアプローチに注
目する。さまざまな CSR 国際規格、あるい
はコーポレートガバナンス・コードもまた企
業の情報開示を促すことを重要な焦点とし
ている。例えば、GRI のサステナビリティ・
ガイドラインは、CSR 報告書の作成にあたっ
ての参照基準として多くの企業に用いられ
る国際的標準となった。また、コーポレート
ガバナンス・コードについては、コード条項
に対して、遵守しない場合は、その理由を説
明しなければならい「遵守か説明か」(comply 
or explain)原則が義務付けられている。 

その際、本研究では、ハードローおよびソ
フトローによる情報開示に関するフレーム
ワークの世界動向を視野に入れ、とりわけソ
フトローとしての CSR 国際規格やコーポレ
ートガバナンス・コードの有効性を検討する
ことが目的である。 
そして、それらの有効性を分析するフレー

ムワークを提示し、そのもとでの実態解明を
志向する。本研究のフレームワーク（図表参
照）は、2 つの検討からなる。 
第 1 に、ソフトローのエンフォースメント

の達成について、すなわち、個々のソフトロ
ーが企業に対してどの程度強制されうるも
のなのかを検討する。ソフトローの場合、企
業による参加・採用の程度は異なる。エンフ
ォースメントやサンクションが厳しすぎる
と、ソフトロー自体が企業によって受け入れ
られない可能性もある。したがって、参加企
業数や遵守の程度といった観点から具体的
な検討を行う。 
第 2 に、開示された情報がどのように活用

されるかという見地から、ステークホルダ
ー・エンゲージメントの具体的機能について
検討する。開示情報の受け手であるステーク
ホルダーとして、おもに投資家と NGO に注
目し、企業とステークホルダーの間で行われ
るエンゲージメント活動の意義を明らかに
する。以上のような研究フレームワークにお
ける 2 点の検討により、ソフトローの有効性
を判断していく。 

出所）筆者作成 
 
 
３．研究の方法 
上述の研究フレームワークを踏まえ、研究

を行う上で重視したのが CSR とコーポレー
ト・ガバナンスについての関係団体の訪問を
通じた実態調査と討議である。具体的には、
①CSR 国際規格やガバナンス・コードの策定
及び管轄を行う団体（国際機関、政府組織、
証券取引所、NGO など）、②開示情報を活用す
る団体（株主団体、年金基金、運用機関、NGO
など）に注目し、欧州、米国、東南アジアを
訪問した。  
 2015 年度は、CSR 国際規格の現状動向を把



握するために、国連グローバル・コンパクト
本部（ニューヨーク）、OECD 多国籍企業ガイ
ドラインを管轄するアメリカ国務省（ワシン
トン）などを訪問した。また、企業とステー
クホルダーのエンゲージメント動向の把握
のために、企業側（日本電産ニューヨーク事
務所など）と NGO 側（グリーンピース・ジャ
パンなど）の双方にアプローチし、エンゲー
ジメントに関する実態調査を行った。 
2016 年度は、ステークホルダーとしての機

関投資家に注目し、スウェーデン政府年金基
金が設置する倫理協議会など訪問した。また、
前年にロンドンの国連 PRI、CDP 本部や CDP
ジャパンを訪問しており、機関投資家の近年
の行動特性について実態調査を進めた。 
2017 年度は、OECD 本部の企業局および環

境局（パリ）や金融庁総務企画局などを訪問
し、コーポレート・ガバナンスの世界動向や
日本の動きについて議論した。OECD では、コ
ーポレート・ガバナンス担当者のほか、グリ
ーンボンド担当者から知見を得た。また、在
欧日系ビジネス協議会（JBCE・ブリュッセル）
には 3 度目の訪問となり、日本企業の EU へ
のロビイング活動についての資料執筆など
もすでに行っていたが、今回は、EU の非財務
情報開示ガイドラインや国連ビジネスと人
権の原則への対応動向について知見を得た。 
 
【主要な訪問機関リスト】 

・アメリカ 

国連グローバル・コンパクト 

アメリカ国務省 

日本電産ニューヨーク事務所 

日本取引所ニューヨーク事務所 

・イギリス 

国連 PRI 

CDP 

日本取引所ロンドン事務所 

BITC 

・スウェーデン 

スウェーデン政府年金基金・倫理協議会 

・フランス 

OECD 本部の企業局および環境局 

・ベルギー 

在欧日系ビジネス協議会（JBCE） 

・タイ 

メコンウオッチ 

国際協力銀行バンコク事務所 

・日本 

CDP ジャパン 

グリーンピース・ジャパン 

金融庁総務企画局 

 
 
４．研究成果 
本研究では、CSR とコーポレート・ガバナ

ンスについての情報開示に関わるハードロ
ーとソフトローの動向から、下記の諸点を明
らかにした。 
第 1 に、CSR の側面では、ソフトローとし

てのCSR国際規格を全体として把握するため
の独自の類型を提示した上で（図表参照）、
情報開示を促す機能に注目し、CSR 国際規格
の有効性を判断するために上述のような分
析フレームワークを構築した。そして、その
フレームワークに基づき、「社名公表型」規
格の CDP に注目し、その有効性の評価を試み
た。CDP は「エンフォースメントの達成」お
よび「エンゲージメントの機能」という観点
からみて、非常に優れた仕組みを有する CSR
国際規格の一つであることを明らかにした。 
 第 2に、コーポレート・ガバナンスの側面
では、主としてイギリスのコーポレート・ガ
バナンスに注目した。本研究のフレームワー
クに基づき、まず、ガバナンス・コードの「エ
ンフォースメントの達成」については、「遵
守か説明か」原則のもとで、遵守率は向上し
ているものの、形式的な対応に終始する企業
も少なくない問題点もあることを明らかに
した。また、「エンゲージメントの機能」と
いう点では、企業が開示した情報を、受け手
である投資家側がエンゲージメントのため
にいかに活用しているかに関する実態解明
を行った。 
しかしながら、CSR 国際規格やコーポレー

トガバナンス・コードの有効性を評価する作
業は、法律・政策の評価と同様に容易な解法
を見出すものでない。本研究の試みはその一
助に過ぎず、分析フレームワークの精緻化は
さらに必要である。今後は、具体的な企業事
例にもふれながら、また他の CSR 国際規格や
さまざまな国のガバナンス・コードの有効性
の評価を試行しながら、分析フレームワーク
の改善を図っていき、ソフトローの有効性を
評価する作業の体系を構築していきたい。 
なお、研究成果としての学会発表および著

書執筆は下記のとおりである。 
2015 年度は、日本経営学会全国大会、タイ

のコンケン大学での国際学会基調講演など
を行い、CSR の国際動向と、CSR 国際規格の
エンフォースメントについて、情報開示を中
心とするステークホルダー側のモニタリン
グの重要性を示唆した。また、EU にも採用さ
れた「遵守か説明か」原則の意義と問題点を
明らかにした論考を公表した。 

2016 年度は、ステークホルダー側の具体的



な主体として、CDP の活動を研究フレームワ
ークの上で位置づけた学会発表（日本経営倫
理研究学会）と論文執筆（日本経営倫理研究
学会誌）を行った。本研究の研究フレームワ
ークを深化させたものを論文として発表で
きたことは重要な成果である。また、『よく
わかる企業論・第 2版』において、「CSR をめ
ぐる理解《理論編》《実態編》」を執筆し、CSR
の新しい動向をまとめることができた。さら
に EU へのロビー活動を展開する日本の団体
「在欧日系ビジネス協議会（JBCE）」につい
ての資料を執筆し、紀要にて公表した。 
2017 年度は、ESG 投資の高まりが、CSR と

コーポレート・ガバナンスの共通土壌を増や
していることに注目し、経営行動研究学会で
コーポレート・ガバナンスの国際比較をテー
マとした統一論題のもとに、イギリスの新動
向について報告を行った。併せて、イギリス
のコーポレート・ガバナンスについて著書論
文執筆を行った。そこでは、前年度に訪問し
たイギリスの FRC（コーポレート・ガバナン
スの管轄組織）や国連 PRI、日本の金融庁で
のインタビュー調査を生かすこともできた。 
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